
介護保険負担限度額認定の申請について 

 

 

１ 制度の内容 

市民税非課税世帯の方等が、介護保険施設への入所、または短期入所生活（療養）介護

サービス（ショートステイ）の利用時に、食費と居住（滞在）費を軽減する制度です。 

 

２ 提出書類 （１）介護保険負担限度額認定申請書 

       （２）預貯金等の額を確認できる書類 

           ※本人及び配偶者の預金通帳、有価証券等の写しを提出してください。 

添付書類についての詳細は裏面を御覧ください。 

       （３）同意書 

※必要がある場合に、銀行等へ保有預貯金等の報告を求めることに同意をい 

ただくものです。 

     

３ 提 出 先    塩尻市役所 介護保険課介護保険係（保健福祉センター１階） 

 

４ 利用者負担段階（介護保険負担限度額認定の適用区分） 

※ 介護保険負担限度額認定の対象は、利用者負担段階の第１、第２及び第３段階に該当する方です。 

※預貯金額、年金受給額等の申告に不正がある場合には、介護保険法に基づき、給付額の返還に加え、給付額の

最大 2 倍の加算金を課すことがあります。 

 

 

 

利用者負

担段階 
適 用 区 分 預貯金等の状況 

第１段階 

・生活保護受給者 

・老齢福祉年金受給者で世帯全員（世帯を分離している配偶者を

含む）が市民税非課税の方で、本人及び配偶者の預貯金等が一

定以下の方 

単身：１,０００万円以下 

夫婦：２,０００万円以下 

第２段階 

世帯全員（世帯を分離し

ている配偶者を含む）が

市民税非課税の方で、本

人及び配偶者の預貯金

額等が一定以下の方 

合計所得金額＋課税年金収入額＋

非課税年金収入額の年額が８０万円

以下の方 

単身：６５０万円以下 

夫婦：１,６５０万円以下 

 

第３段階

① 

合計所得金額＋課税年金収入額＋

非課税年金収入額の年額が８０万円

超１２０万円以下の方 

単身：５５０万円以下 

夫婦：１,５５０万円以下 

第３段階

② 

合計所得金額＋課税年金収入額＋

非課税年金収入額の年額が１２０万

円超の方 

単身：５００万円以下 

夫婦：１,５００万円以下 

第４段階 市民税課税世帯の方（対象外） 



５ 預貯金等の額を確認できる書類の添付について 

  「預貯金額等が一定以下」であるかの確認のため、次の書類の添付をお願いします。 

預貯金等の資産（例） 預貯金等の額を確認できる書類（例） 

預貯金 

通帳の表紙及び直近３か月の履歴がわかる記帳

ページ（インターネットバンクであれば口座残高

ページ）等の口座名義及び残高の確認できる書類

の写し 

現金 添付書類不要 

有価証券 

（株式・国債・地方債・社債等） 
証券会社や銀行の口座残高の写し等 

投資信託 銀行、信託会社、証券会社等の口座残高の写し等 

負債（借入金、住宅ローン等） 貸借契約書、残高証明書の写し等 

 

 

６ 利用者負担段階ごとの、食費及び居住（滞在）費の負担限度額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「特定入所者介護（介護予防）サービス費」の対象となるサービスは次のとおりです。 

・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

・介護老人保健施設 

・介護医療院 

・短期入所生活（療養）介護（ショートステイ） 

・地域密着型介護老人福祉施設（定員２９人以下の特別養護老人ホーム） 

 

 

 

 

区   分 
負担限度額（日額） 

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 

食 
 

費 

施設入所等 ３００円 ３９０円   ６５０円 １，３６０円 

ショートステイ ３００円 ６００円 １，０００円 １，３００円 

居
住
（
滞
在
）
費 

ユニット型個室 ８２０円 ８２０円 １，３１０円 

ユニット型準個室 ４９０円 ４９０円 １，３１０円 

従来型個室 
特 養 ３２０円 ４２０円   ８２０円 

老健・療養等 ４９０円 ４９０円 １，３１０円 

多床室 
特 養   ０円 ３７０円   ３７０円 

老健・療養等   ０円 ３７０円   ３７０円 

 

 


